
平
成
三
十
年
五
月
十
七
日
提
出

質

問

第

三

〇

五

号

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
類
似
す
る
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
が
適
用
さ
れ
た
労
働
者
の
過
労
死
認

定
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
類
似
す
る
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
が
適
用
さ
れ
た
労
働
者
の
過
労
死
認

定
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
を
含
む
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
」
が
平

成
三
十
年
四
月
六
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
類
似
す
る
と
の
指
摘
も
あ
る

専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
が
適
用
さ
れ
て
い
た
労
働
者
が
過
労
死
さ
れ
て
し
ま
い
、
四
月
二
十
七
日
に
池
袋
労
働
基
準
監
督
署

が
保
険
給
付
の
支
給
決
定
を
行
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

池
袋
労
働
基
準
監
督
署
が
四
月
二
十
七
日
に
保
険
給
付
の
支
給
の
決
定
を
し
た
、
不
動
産
関
係
の
Ｉ
Ｔ
会
社
の
過
労
死
事

案
（
以
下
、
本
件
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
遺
族
代
理
人
弁
護
士
が
五
月
十
六
日
に
記
者
会
見
を
行
い
、
ご
遺
族
も
コ
メ
ン

ト
を
発
表
し
て
い
ま
す
が
、
本
件
に
つ
い
て
、
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
は
い
つ
知
り
ま
し
た
か
。

二

本
件
に
つ
い
て
、
池
袋
労
働
基
準
監
督
署
に
お
け
る
、
支
給
決
定
に
係
る
調
査
の
復
命
日
は
い
つ
で
し
た
か
。

三

池
袋
労
働
基
準
監
督
署
が
四
月
に
、
過
労
死
に
つ
い
て
労
災
保
険
の
支
給
決
定
を
行
っ
た
全
て
の
事
案
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
調
査
の
復
命
日
を
示
し
て
頂
く
と
と
も
に
、
復
命
日
か
ら
保
険
給
付
の
支
給
の
決
定
ま
で
の
期
間
が
、
標
準
的
な
処
理

一



期
間
に
比
し
て
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。

四

一
般
的
に
、
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
が
適
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
二
十
九
時
間
連
続
し
て
労
働
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
業
務
を
任
せ
る
こ
と
は
違
法
で
す
か
、
合
法
で
す
か
。
違
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
律
や
政
省
令
の
ど
の

部
分
に
抵
触
し
ま
す
か
。

五

一
般
的
に
、
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
が
適
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
法
定
時
間
外
労
働
が
月
百
八
十
四
時
間

を
超
え
る
よ
う
な
働
き
方
を
さ
せ
る
こ
と
は
違
法
で
す
か
、
合
法
で
す
か
。
違
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
律
や
政
省
令
の
ど
の

部
分
に
抵
触
し
ま
す
か
。

六

本
件
で
は
、
過
労
死
さ
れ
た
労
働
者
が
二
十
九
時
間
連
続
し
て
労
働
し
て
い
た
日
が
あ
っ
た
と
の
資
料
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
本
件
が
発
生
し
た
事
業
場
は
、
法
令
に
違
反
し
て
い
ま
す
か
。
違
反
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
法

律
や
政
省
令
の
ど
の
部
分
に
抵
触
し
、
ど
の
よ
う
な
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
か
。
ま
た
、
本
件
が
発
生
す
る
前
に
取
り
締
ま

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

七

本
件
で
は
、
過
労
死
さ
れ
た
労
働
者
が
月
に
百
八
十
四
時
間
を
超
え
て
時
間
外
労
働
を
し
て
い
た
月
が
あ
っ
た
と
の
こ
と

で
す
が
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
本
件
が
発
生
し
た
事
業
場
は
、
法
令
に
違
反
し
て
い
ま
す
か
。
違
反
し
て
い
る
の
で
あ
れ

二



ば
、
法
律
や
政
省
令
の
ど
の
部
分
に
抵
触
し
、
ど
の
よ
う
な
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
か
。
ま
た
、
本
件
が
発
生
す
る
前
に
取

り
締
ま
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

八

過
労
死
が
考
え
ら
れ
る
労
災
保
険
の
申
請
か
ら
支
給
決
定
ま
で
に
要
す
る
期
間
に
つ
い
て
、
標
準
的
に
は
何
か
月
程
度
で

す
か
。

九

裁
量
労
働
制
が
適
用
さ
れ
た
労
働
者
の
死
亡
案
件
や
、
管
理
監
督
者
の
死
亡
案
件
で
、
労
災
申
請
後
、
十
一
か
月
が
経
過

し
て
も
支
給
も
し
く
は
不
支
給
決
定
が
さ
れ
て
い
な
い
案
件
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
八
に
照
ら
し
て
、
こ
の
十
一

か
月
と
い
う
期
間
は
、
平
均
的
な
処
理
期
間
に
比
し
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
ま
す
か
。

十

九
の
事
案
に
つ
い
て
、
現
場
の
労
働
基
準
監
督
署
で
は
手
続
き
や
判
断
が
適
正
に
進
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
働
き
方
改
革

推
進
法
案
の
審
議
へ
の
影
響
を
考
慮
し
て
、
厚
生
労
働
省
本
省
が
恣
意
的
に
手
続
き
等
を
遅
ら
せ
た
り
、
止
め
た
り
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま
す
が
、
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。

十
一

報
道
に
よ
れ
ば
、
厚
労
省
が
実
施
し
た
裁
量
労
働
制
を
導
入
し
て
い
る
事
業
場
を
対
象
に
し
た
自
主
点
検
の
結
果
、
運

用
に
問
題
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
千
以
上
の
事
業
場
に
対
し
て
、
立
ち
入
り
調
査
を
行
う
方
針
を
固
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
自
主
点
検
の
実
施
状
況
と
、
今
後
の
対
応
方
針
、
立
ち
入
り
調
査
の
実
施
予
定
を
示
し
て
下
さ
い
。三



十
二

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
平
均
年
収
の
三
倍
を
相
当
程
度
上
回
る
と
い
う
年
収
要
件
と
し
て
設
定

さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
千
七
十
五
万
円
で
年
収
を
設
定
し
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
適
用
を
受
け
た
労
働
者

が
、
適
用
を
受
け
る
際
に
設
定
し
た
業
務
目
標
の
八
割
程
度
し
か
達
成
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
使
用
者
が
、
目
標
未
達
成
を

理
由
に
、
千
七
十
五
万
円
を
下
回
る
金
額
を
当
該
労
働
者
に
支
払
う
こ
と
は
、
適
法
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、
高
度
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
は
、
業
務
目
標
の
達
成
状
況
や
勤
務
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
最
低
で
も
、
確
実

に
、
報
酬
と
し
て
千
七
十
五
万
円
の
支
払
い
を
受
け
ま
す
か
。

十
三

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
平
均
年
収
の
三
倍
を
相
当
程
度
上
回
る
と
い
う
年
収
要
件
と
し
て
設
定

さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
千
七
十
五
万
円
で
年
収
を
設
定
し
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
適
用
を
受
け
た
労
働
者

が
、
適
用
を
受
け
る
際
に
設
定
し
た
業
務
目
標
の
五
割
程
度
し
か
達
成
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
使
用
者
が
、
目
標
未
達
成
を

理
由
に
、
千
七
十
五
万
円
を
下
回
る
金
額
を
当
該
労
働
者
に
支
払
う
こ
と
は
、
適
法
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、
高
度
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
は
、
業
務
目
標
の
達
成
状
況
や
勤
務
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
最
低
で
も
、
確
実

に
、
報
酬
と
し
て
千
七
十
五
万
円
の
支
払
い
を
受
け
ま
す
か
。

十
四

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
適
用
労
働
者
が
、
過
重
労
働
な
ど
を
理
由
に
、
本
人
の
希
望
に
よ
り
、

四



無
条
件
で
、
使
用
者
と
の
合
意
で
設
定
し
た
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
る
期
間
の
途
中
で
、
そ
の

適
用
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。
ま
た
、
当
該
適
用
労
働
者
が
、
違
約
金
の
支
払
い
や
解
雇
な
ど
の
不
利
益
を
受
け

な
い
こ
と
は
法
的
に
保
証
さ
れ
ま
す
か
。

十
五

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
る
期
間
の
途
中
で
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
適
用
か

ら
外
れ
る
場
合
で
、
適
用
を
受
け
て
か
ら
適
用
を
外
れ
る
時
点
ま
で
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
が
年
収
要
件
を
満
た
さ
な
い
場

合
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
適
用
時
期
に
遡
っ
て
、
そ
の
適
用
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
法
定
時
間
外
労

働
手
当
を
含
め
、
報
酬
の
支
払
い
が
行
わ
れ
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
適
用
が
外
れ
た
時

点
か
ら
、
一
般
的
な
労
働
時
間
法
制
が
適
用
さ
れ
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
た
期
間
の
法
定
時

間
外
労
働
の
手
当
て
の
支
払
い
は
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

十
六

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
健
康
管
理
時
間
が
、
一
週
間
当
た
り
四
十
時
間
を
超
え
た
場
合
の
そ
の

超
え
た
時
間
が
月
当
た
り
二
百
時
間
を
超
え
る
こ
と
は
、
合
法
で
す
か
。

十
七

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
健
康
管
理
時
間
が
、
一
週
間
当
た
り
四
十
時
間
を
超
え
た
場
合
の
そ
の

超
え
た
時
間
が
月
当
た
り
百
時
間
を
超
え
た
労
働
者
に
対
し
て
行
う
医
師
の
面
接
指
導
の
実
効
性
に
つ
い
て
、
面
接
指
導
の

五



結
果
、
当
該
労
働
者
の
労
働
時
間
を
減
ら
す
な
ど
の
対
応
を
、
必
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
。
ま
た
、
も
し
何
ら

か
の
対
応
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
罰
則
は
適
用
さ
れ
ま
す
か
。

十
八

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
適
用
労
働
者
に
係
る

健
康
管
理
時
間
に
つ
い
て
、
過
少
に
記
録
し
て
い
た
場
合
、
も
し
く
は
、
労
働
基
準
監
督
署
の
調
査
等
に
際
し
て
、
過
少
に

開
示
等
を
行
っ
た
場
合
に
、
罰
則
は
適
用
さ
れ
ま
す
か
。

十
九

「
時
間
配
分
や
業
務
遂
行
の
決
定
に
関
し
て
使
用
者
が
具
体
的
な
指
示
を
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
裁
量
労
働
制
に
係
る

法
文
や
指
針
の
違
反
に
は
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
か
。
ま
た
、
当
該
指
針
の
違
反
に
つ
い
て
、
指
導
等
を
行
っ
た
件
数
は

過
去
五
年
間
で
何
件
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

六


